
内
木
家
所
蔵
史
料
調
査
の
経
緯
と
所
蔵
史
料
に
つ
い
て

一
二
五

は　

じ　

め　

に

徳
川
林
政
史
研
究
所
は
、
近
年
全
国
各
地
の
行
政
機
関
や
史
料
保
存
機
関
、
さ
ら
に

は
山
間
地
域
の
旧
家
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
森
林
管
理
・
活
用
の
歴
史
に
関
わ
る
史

料
を
収
集
・
保
存
し
、
一
元
的
な
研
究
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
林
政
史

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
調
査
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
調
査
の
一
環
と
し
て
、
平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）度
か
ら
は
、
岐
阜
県
中
津
川

市
加
子
母
地
区
に
所
在
す
る
内
木
哲
朗
家
所
蔵
史
料
調
査
に
着
手
し
た
。
同
家
に
は
、

約
三
万
点
に
お
よ
ぶ
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
本
調
査
で
は
、
こ
れ
ら
史
料
の
整
理

な
ら
び
に
適
切
な
保
存
措
置
を
進
め
る
と
と
も
に
、
尾
張
藩
の
森
林
管
理
、
な
ら
び
に

近
世
山
村
に
お
け
る
生
活
実
態
に
つ
い
て
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
明
ら
か
と
な
っ
た
研
究
成
果
は
、
論
文
や
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
形

で
発
表
し
た
り
、
歴
史
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
開
催
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
歴
史
研
究
者
や
地
域
住
民
に
対
し
て
還
元
し
て
き
た
。
本
特
集
で
は
、
そ
の

〔
岐
阜
県
中
津
川
市
加
子
母
地
区
内
木
家
所
蔵
史
料
調
査
成
果
報
告
〕

内
木
家
所
蔵
史
料
調
査
の
経
緯
と
所
蔵
史
料
に
つ
い
て

萱
　
場
　
真
　
仁

成
果
発
表
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
調
査
に
参
加
し
て
き
た
研
究
員
・
研
究
生
、
そ

し
て
研
究
協
力
員
が
取
り
組
ん
で
き
た
研
究
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

御
山
守
内
木
家
と
濃
州
三
ヶ
村

最
初
に
、
史
料
所
蔵
先
の
内
木
家
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
く
。
内
木
家
は
も
と

も
と
、
美
濃
国
恵
那
郡
加
子
母
村
の
草
分
け
と
し
て
庄
屋
を
務
め
、
享
保
一
五
年

（
一
七
三
〇
）か
ら
は
「
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
」
と
い
う
役
職
を
尾
張
藩
か
ら
言
い
渡

さ
れ
、
幕
末
ま
で
同
役
を
代
々
務
め
て
き
た
家
で
あ
る
。

「
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
」（
以
下
、
御
山
守
と
略
記
）と
は
、
飛
驒
・
美
濃
・
信
濃
の
三

国
の
国
境
に
位
置
す
る
信
濃
国
筑
摩
郡
王
滝
村
の
三
浦
山
と
、
木
曽
山
の
南
西
側
に
位

置
す
る
美
濃
国
恵
那
郡
の
三
ヶ
村（
川
上
村
・
付
知
村
・
加
子
母
村
）の
御
山
の
管
理
を
担
っ

て
い
た
役
職
の
こ
と
を
指
す
。
な
お
、
一
般
的
に
恵
那
郡
の
三
ヶ
村
は
、
信
州
側
の

「
本
木
曽
」
に
対
し
て
「
裏
木
曽
三
ヶ
村
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
史
料
上

の
表
記
で
は
概
ね
「
濃
州
三
ヶ
村
」
で
登
場
す
る
た
め
、
本
稿
で
も
こ
の
表
記
で
統
一
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す
る
こ
と
と
す
る
。

内
木
家
の
当
主
は
こ
の
御
山
守
に
就
任
す
る
と
、
彦
七
も
し
く
は
彦
七
郎
を
通
称

し
、
嫡
子
は
御
山
守
見
習
と
し
て
善
右
衛
門
も
し
く
は
善
左
衛
門
を
名
乗
る
の
が
通
例

だ
っ
た
。
先
述
の
通
り
、
内
木
家
が
御
山
守
に
就
任
す
る
の
は
享
保
一
五
年
か
ら
で
あ

り
、
こ
の
と
き
の
当
主
は
一
〇
代
の
武
益
で
あ
っ
た
。
以
後
、
内
木
家
は
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）に
同
役
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
六
代
に
わ
た
っ
て
御
山
守
を
務
め
て
い
る
。

御
山
守
の
業
務
に
は
、
飛
驒
・
美
濃
・
信
濃
の
三
国
の
境
界
が
位
置
す
る
三
浦
山
や

三
ヶ
村
の
御
山
の
見
廻
り
、
こ
れ
ら
山
々
で
発
生
し
た
盗
伐
の
摘
発
と
吟
味
、
村
方
か

ら
の
森
林
利
用
に
関
わ
る
諸
願
の
取
り
次
ぎ
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
家
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、
御
山
守
の
業
務
や
村
々
の
森
林
管
理
に
関
わ
る
内
容
が
多

く
、
尾
張
藩
林
政
の
実
態
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

二　

調
査
の
方
法
と
主
要
史
料
に
つ
い
て

前
述
の
通
り
、内
木
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
総
数
は
、約
三
万
点
に
お
よ
ぶ
。

こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
既
に
地
元
の
研
究
者
に
よ
っ
て
途
中
ま
で
仮
目
録
が
作
成
さ
れ

た
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
史
料
を
撮
影
し
、

撮
影
し
た
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
も
と
に
目
録
を
再
整
備
す
る
作
業
を
実
施
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
目
録
の
再
整
備
が
済
ん
だ
史
料
か
ら
、
現
地
に
て
中
性
紙
封
筒
な
ど
へ
の
装

備
替
え
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
仮
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
史
料
に
つ
い
て

は
、
現
地
で
現
状
記
録
を
作
成
し
、
記
録
の
作
成
が
済
ん
だ
も
の
か
ら
順
に
、
目
録
化

作
業
と
装
備
替
え
の
作
業
を
進
め
て
い
る
。

現
地
で
の
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
年
三
回
の
合
宿
形
式
で
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
令

和
二
年（
二
〇
二
〇
）一
二
月
ま
で
の
目
録
採
録
・
整
備
史
料
点
数
は
約
四
四
一
〇
点
、

撮
影
史
料
点
数
は
約
四
五
一
〇
点
、
装
備
替
え
が
完
了
し
た
史
料
点
数
は
約
三
五
九
〇

点
と
な
っ
た
。
今
後
も
、現
地
な
ら
び
に
研
究
所
内
で
の
内
木
家
文
書
の
整
理
作
業
は
、

継
続
し
て
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
史
料
の
な
か
に
は
、
調
査
・
研
究
を
進
め
る
う
え
で
特
に
重
要
な
史

料
が
二
点
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

一
点
目
は
、「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」
で
あ
る
。「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」

（
以
下
、「
日
記
」
と
略
記
）は
、
内
木
家
第
一
一
代
当
主
内
木
彦
七
武
久
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
日
記
で
、
現
在
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）・
明
和
二
年（
一
七
六
五
）・
同
五
年
・

同
六
年
・
同
八
年
・
同
九
年（
一
一
月
に
安
永
に
改
元
）・
安
永
二
年（
一
七
七
三
）・
同
三

年
・
同
四
年
の
計
九
冊
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
「
日
記
」
は
、
内
木
家
と
徳
川
林

政
史
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
宝
暦
一
三
年
・
明
和
二
年
・
同
九
年
の
三
冊
以
外

は
内
木
家
の
所
蔵
で
あ
る
。

「
日
記
」
は
す
べ
て
横
帳
仕
立
て
と
な
っ
て
お
り
、
一
冊
の
丁
数
は
一
七
〇
丁
前
後

で
、
な
か
に
は
二
〇
〇
丁
を
越
え
る
も
の
も
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
御
山
守
の
公

務
と
日
々
の
生
活
の
様
子
が
一
日
ご
と
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
近
世
中
期
の
加
子

母
村
の
生
活
の
様
相
を
知
る
う
え
で
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
内
木
家
「
御
用
状
留
」
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
木
曽
材
木
役
所
を
は

じ
め
と
す
る
尾
張
藩
の
役
所
か
ら
の
通
達
や
、
村
の
百
姓
た
ち
か
ら
の
願
い
出
を
取
り

次
ぐ
に
あ
た
っ
て
作
成
し
た
書
状
類
な
ど
を
年
ご
と
に
書
き
留
め
た
帳
面
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
内
木
家
と
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
そ

ろ
え
る
と
、
元
文
五
年（
一
七
四
〇
）〜
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）ま
で
の
も
の
が
全
九
五
冊

現
存
し
て
い
る
。
特
に
、
宝
暦
七
年（
一
七
五
七
）〜
文
化
一
五
年（
一
八
一
八
）ま
で
は
、

ほ
ぼ
年
代
の
抜
け
が
な
い
状
態
で
そ
ろ
っ
て
お
り
、
当
該
期
に
お
け
る
御
山
守
内
木
家

の
勤
務
実
態
や
村
の
様
子
を
知
る
う
え
で
非
常
に
有
用
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
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史
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て

一
二
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こ
れ
ら
「
日
記
」「
御
用
状
留
」
の
記
事
を
併
せ
て
み
て
い
く
と
、
近
世
中
期
に
お

け
る
加
子
母
村
の
生
活
や
、
尾
張
藩
林
政
に
御
山
守
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

本
特
集
掲
載
論
文
の
紹
介

本
特
集
に
掲
載
し
た
論
考
は
、
い
ず
れ
も
前
述
の
「
日
記
」
や
「
御
用
状
留
」
を
も

と
に
、
森
林
を
め
ぐ
る
御
山
守
と
村
の
人
び
と
の
関
係
や
、
加
子
母
村
に
お
け
る
人
生

儀
礼
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

萱
場
真
仁
「
近
世
中
期
に
お
け
る
杣
頭
の
活
動
実
態 

─
濃
州
三
ヶ
村
を
中
心
に
─
」

は
、
御
用
材
伐
り
出
し
の
請
け
負
い
を
担
う
杣
頭
の
活
動
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
。
杣
頭
た
ち
は
、
御
用
材
の
伐
採
を
請
け
負
う
以
外
に
も
、
村
内
の
森
林
を
積
極
的

に
利
用
し
よ
う
と
す
る
姿
が
近
世
中
期
に
は
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
杣
頭
た
ち
と
御
山

守
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
濃
州
三
ヶ
村
を
事
例
に
詳
述
し
て
い
る
。

淺
井
良
亮
「
近
世
加
子
母
に
お
け
る
災
害
と
御
山
守
─
洪
水
と
橋
木
に
注
目
し
て

─
」
は
、
加
子
母
村
で
発
生
し
た
洪
水
に
着
目
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
御
山
守
や
村
方

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
近
世
の
加
子
母
は
降
水
・
降
雨
が
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
度
々
洪
水

に
見
舞
わ
れ
た
。
洪
水
の
際
に
は
橋
か
ら
人
が
滑
落
し
た
り
、
御
用
筋
の
往
来
が
途
絶

し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
危
険
が
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
村
の
人
び

と
と
御
山
守
、
さ
ら
に
は
藩
の
対
応
と
動
き
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
も
と
に
考

察
を
加
え
て
い
る
。

髙
木
ま
ど
か
「
近
世
山
村
に
お
け
る
離
縁
─
美
濃
国
恵
那
郡
加
子
母
村
内
木
家
『
御

山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
』
か
ら
─
」
は
、「
日
記
」
を
も
と
に
内
木
彦
七
の
次
女
お
ま

つ
の
婚
儀
と
離
縁
に
つ
い
て
詳
述
し
た
。
こ
の
う
ち
、
特
に
離
縁
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ

い
て
は
、
当
人
や
家
長
以
上
に
、
仲
人
や
親
類
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
の
者
た
ち
が
動

い
て
い
る
姿
を
指
摘
し
、
当
該
地
域
の
人
び
と
の
様
相
を
精
緻
に
描
き
出
し
て
い
る
。

萱
田
寛
也
「
加
子
母
村
に
お
け
る
家
族
の
看
取
り
と
死
生
観
─
内
木
彦
七
家
を
事
例

に
─
」
は
、
内
木
彦
七
の
「
母
人
」
や
親
類
の
子
ど
も
た
ち
を
事
例
に
、
彦
七
が
身
内

の
死
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、行
動
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
日
記
」
に
は
、「
母

人
」
た
ち
の
病
や
死
に
直
面
し
た
彦
七
自
身
の
感
情
、
さ
ら
に
は
当
時
の
慣
習
に
基
づ

く
行
動
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、こ
れ
ら
「
日
記
」
の
記
述
を
も
と
に
、

近
世
に
生
き
た
人
び
と
の
「
死
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て
詳
細
に
迫
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
成
果
を
端
緒
と
し
て
、
当
研
究
所
で
は
今
後
も
近
世
の
森
林
管
理
の
あ
り
方

や
、
山
村
地
域
に
お
け
る
人
び
と
の
交
流
に
つ
い
て
研
究
員
・
研
究
生
ら
で
協
力
し
な

が
ら
、
よ
り
深
く
考
察
し
て
い
き
た
い
。

最
後
に
末
筆
な
が
ら
、
本
調
査
な
ら
び
に
現
地
で
の
歴
史
講
演
会
な
ど
に
お
い
て
、

い
つ
も
格
別
な
ご
配
慮
を
賜
っ
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木
哲
朗
氏
と
そ
の
ご
家
族
の

皆
さ
ま
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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の
森
林
と
地
域
社
会
』

公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
）

同
「
宝
暦
期
に
お
け
る
尾
張
藩
の
御
材
木
仕
出
と
『
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
』
─
濃
州
三
ヶ
村
の

森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
の
関
連
か
ら
─
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
二
号
〔『
金

鯱
叢
書
』
第
四
五
輯
所
収
〕、
二
〇
一
八
年
）

同
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
二
　
山
村
の
人
・
家
・
つ
き
あ
い
─

江
戸
時
代
の
〝
か
し
も
生
活
〟
①
─
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究
所
、

二
〇
二
〇
年
）



内
木
家
所
蔵
史
料
調
査
の
経
緯
と
所
蔵
史
料
に
つ
い
て

一
二
八

加
子
母
村
誌
編
纂
委
員
会
編
『
加
子
母
村
誌
』（
加
子
母
村
、
一
九
七
二
年
）

芳
賀
和
樹
「
尾
張
藩
の
造
林
政
策
と
『
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
』」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究

紀
要
』
第
五
三
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
六
輯
所
収
〕、
二
〇
一
九
年
）

同
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
一 

御
山
守
の
仕
事
と
森
林
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）


